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 川崎市（建設緑政局） 

 

プロフィットシェアリングにより 
等々力緑地に新しくバスケットゴールを設置しました！ 

 

等々力緑地（中原区等々力）では、再編整備と管理運営を一体の事業とした「等々力緑

地再編整備・運営等事業」に取り組んでおり、令和５（2023）年４月から川崎とどろきパ

ーク株式会社による管理運営を開始しております。 

この事業では、管理運営によって生じた利益の一部を等々力緑地の魅力向上に資する取

組に還元（プロフィットシェアリング）することとしております。 

還元の取組の第一弾として、この度、皆さまから設置要望の多かったバスケットゴール

を等々力緑地催し物広場内へ令和７（2025）年４月 28 日に設置しましたので、お知らせ

いたします。 

利用時間内は、誰でも自由に御利用いただけます。 

 

１ 設置場所・内容 

○ 設置場所：等々力緑地 催し物広場内（所在地：川崎市中原区等々力１） 

 ○ 設置内容：ジュニア用バスケットゴール １基 

 

２ 利用時間 

○ 利用可能時間 ９時００分 ～ １７時００分 

※ イベント開催時には利用不可とする場合があります。 

 

３ 設置位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜問合せ先＞ 

川崎市建設緑政局富士見・等々力再編整備室 荒木 

電話 ０４４－２００―２４１７ 

※今後の再編整備の進捗状況等により設置場所や利用ルールを変更する場合があります。 

＜等々力緑地＞ 

公式ホームページはこちら 

等々力緑地 


